
議案第３８号 

さいたま市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２６年２月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市個人情報保護条例の一部を改正する条例

さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さいたま市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （派遣労働者等の義務）

第４１条の２ 労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０

年法律第８８号）第２６条第１項に規定する労働

者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者（以

下「派遣労働者」という。）又は派遣労働者であ

った者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関

して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的

に使用してはならない。

第４６条 実施機関の職員若しくは職員であった者、

 第１１条第１項に規定する処理に従事している者

若しくは従事していた者又は派遣労働者若しくは

 派遣労働者であった者が、正当な理由がないのに、

 個人の秘密に属する事項が記録された行政情報で

あって、一定の事務の目的を達成するために特定

の個人情報を電子計算機を用いて検索することが

できるように体系的に構成したもの（その全部又

は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を

提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円

以下の罰金に処する。

第４６条 実施機関の職員若しくは職員であった者 

 又は第１１条第１項に規定する処理に従事してい

る者若しくは従事していた者が、正当な理由がな

いのに、個人の秘密に属する事項が記録された行

政情報であって、一定の事務の目的を達成するた

めに特定の個人情報を電子計算機を用いて検索す

ることができるように体系的に構成したもの（そ

の全部又は一部を複製し、又は加工したものを含

む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１

００万円以下の罰金に処する。

附 則
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この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４６条の改正は、同年

７月１日から施行する。
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